
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

理学療法士 ② 18 　　18人

人 0 0 0 0
人 0 0 0 0

0 0 0 0
0

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

1 名 1.02 ％

独立行政法人
国立病院機構東名古屋病院
附属リハビリテーション学院

昭和54年4月4日 奥田　聡
〒465-8620
名古屋市名東区梅森坂五丁目１０１番地

（電話） 052-801-1157

（別紙様式４）

令和4年7月25日※１
（前回公表年月日：令和3年7月30日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

独立行政法人
国立病院機構

平成16年4月1日 楠岡　英雄
〒152-8621
東京都目黒区東が丘2丁目5番地21号

（電話）

医療 医療専門課程 理学療法学科
平成6年文部大臣告示第84

号
－

学科の目的 理学療法士として必要な知識及び技術を教授し、独立行政法人国立病院機構及び社会に貢献し得る人材を育成する

03-5712-5050
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成6年6月21日

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時

数又は総単位数 講義 演習 実習 実験 実技

0 0
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内数） 専任教員数 兼任教員数 総教員数

3 昼間
3300 1760 180 1410

学期制度
■１学期： 4月1日～9月30日
■２学期：10月1日～3月31日 成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法

単位制：秀（S）優（A）良（B）可（C）不可（D）、GPAにて評価

60人 60人 0人 6人 113 119人

長期休み

■学年始：
■夏　 季：7月21日～8月31日
■冬　 季：12月25日～1月7日
■学年末：3月18日～3月31日

卒業・進級
条件

単位制のため進級条件はなし。卒業条件は学則17条に定める授
業科目の単位修得の認定を受けた者

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応

学生自治会、学院祭企画・運営、ボランティア活動教員、教育主事による個人面談、及び学習計画作成、進捗状況確認等の
個別指導、チューター制

■サークル活動： 有
■国家資格・検定/その他・民間検定等

独立行政法人国立病院機構施設等、病院 （令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれ
かに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

： 100
■その他

■就職者数　　　　　　　　： 18 人
■就職率　　　　　　　　　： 100

就職等の
状況※２

■就職指導内容
就職希望に関するアンケート調査、学生個人面談、就職活動セミナー、求
人情報公開

■卒業者数　　　　　　　　： 18
■就職希望者数　　　　　： 18

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

（令和3年度　卒業に関する令和4年5月1日時点の情報）

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
URL:https:∥www.gakuin.tomei-nho.jp/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映した内容を公表することが求めら
れています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、それぞれ、「大学・短期大学・高
等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」などを希望する者は
含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をいいます。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の者、留学生、聴講生、科目等履修
生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職者とはしません（就職したが就職
先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの、
③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状
況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組
臨床心理士による学生相談会を年2回実施し、悩みや相談に対処。学年間で交流できる機会を設け情報交換を行えるよう支援。
担任及び教育主事が状況に応じて面談を行い、学生個人の悩みや勉学に集中できない理由を把握し、対応。令和3年よりチューター制導入。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載　4名

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

　　評価団体：一般社団法人リハビリテーション評価機構、受審年月：平成30年11月、評価結果：適（G）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率
令和3年4月1日時点において、在学者58名（令和3年4月1日入学者を含む）
令和4年3月31日時点において、在学者58名（令和4年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

進路変更
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種別

③

②

①

③

③

③

③

③

③

井出　芳恵 国立病院機構東尾張病院　作業療法士長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

奥田　聡
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　学院長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

国立病院機構東名古屋病院　看護部長

国立病院機構東名古屋病院　理学療法士長

国立病院機構東名古屋病院　作業療法士長

村上　和代

大西　靖

藤部　百代

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

米澤　久幸 中部大学　教授
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

栁田　和子
国立病院機構名古屋医療センター　作業療法
士長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

稲垣　毅

吉岡　稔泰

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

愛知県作業療法士会　会長

国立病院機構名古屋医療センター　理学療法
士長

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基
本方針
指定規則に則り、当学院の理念から教育課程が編成されている。社会情勢の変化に対応し、より実践的かつ専門的な教
育課程を編成すべく、教員会議において検討を重ねるとともに、教育課程編成委員会おいて、福祉施設・教育機関・職能
団体・病院等に所属する委員と意見交換を行い、教育内容や教育方法の改善を図る。
（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

リハビリテーション学院の運営における最高決定機関であるリハビリテーション学院運営会議の下に置かれ、教育課程編
成委員会で挙げられた内容が議論されることとなる。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

鈴木　顕司
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　事務主任

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

横山　佳寿
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　事務長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

中川　誠
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教育主事

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

令和4年5月1日現在

名　前 所　　　属 任期

長屋　政博
医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病
院　顧問

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

水野　準也
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

犬飼　毅
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　副学院長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教員

棚瀨　智美
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教育主事

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

伊藤　剛
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教員

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員



（年間の開催数及び開催時期）

地域理学療法学実習
臨床実習Ⅲを終了後、1施設1週間実施する。介護保険領域の地域リ
ハビリテーションについて、その実際を学ぶ機会とする。

さくら総合病院、かわな病院等

義肢装具学実習

医療の現場で保存療法として装具療法は多くの科に渡り使用されて
いるようになっている。
この実習では現物に触れてもらい少しでも装具を身近に感じてもら
い、活用方法を見いだせるように義肢装具の種類と適応を学習して、
実際に短下肢装具の作成を行う。

東名ブレース株式会社

1施設を5週間実施する。臨床実習指導者の指導の下、臨床参加型実
習をとおして、検査・測定（評価）の実施、記録・報告等の実際を学ぶ
機会とする。

国立病院機構東名古屋病院
国立病院機構名古屋医療センター等

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

臨床実習Ⅰ
総合施設と小児施設の2施設を１週間ずつ実施する。理学療法士の
足がかりとなる第一歩であり、理学療法士の仕事、役割を理解するこ
とや代表的な疾患の障害像を捉える機会とする。

国立病院機構東名古屋病院
国立病院機構名古屋医療センター等

臨床実習Ⅱ

臨床実習において、理学療法士としての基本的機能を全般的に養うため評価、基本的な理学療法の実施等を経験し知
識、技術をさらに深め、統合していく。加えて具体的環境にあって専門職としてのとるべき行動・態度を養う。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

臨床実習においては連携企業などの実習病院、実習施設で見学、検査測定などの評価、評価から治療の一部実施の技
術習得を行っているが、実習途中で実習指導者に電話で状況内容を確認し、後日訪問して指導者、学生との面談を行い
実習の成果を確認している。最終的には紙面にて評価表が提出される。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

（開催日時（実績））
第１回　令和 3年 9月  3日（金）　16：00～17：00　Web開催
第２回　令和 4年 3月18日（金）　16：00～17：00　Web開催

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

令和3年度は、臨床実習（Ⅲ）実習前後の評価として、学生の到達度を把握する取り組みとして、基本的な理学療法技術
の評価を追加して実施した。また、新カリキュラムに伴う2年次の理学療法評価技術習得のための教授方法について検討
し報告した。臨床参加型実習の前に、基本技術の評価を実施することは有益である。実習前後の点数の変化について
は、個々の変化にも注意して経過を比較していく必要性等のご指摘をいただいた。

臨床実習Ⅲ
2施設を7週間ずつ実施する。臨床実習指導者の指導の下、臨床参加
型実習をとおして、評価、理学療法計画の立案、理学療法の実施、記
録・報告等の実際を学ぶ機会とする。

国立病院機構東名古屋病院
国立病院機構名古屋医療センター等

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回（9月、3月）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針



３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

（１）学校関係者評価の基本方針

学校外の関係者が自己評価の結果を評価することにより、その客観性・透明性を高めると共に、関係者との連携協力に
より学院運営の改善を図る。

※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

国立病院機構の理念に基づき質の高い臨床研修、教育研修の推進を行うとともに、国立病院機構職員研修規程に則り、
教員の授業内容・教授方法の改善並びに向上を目的とした研修を実施する。さらに教員の専門知識・技術の向上のため
に学会や研修会への参加を奨励する。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「応急手当普及員講習」（連携企業等：名古屋市応急手当研修センター）
期間：令和3年12月8日（水）　　　　　　対象：専任教員
内容：応急手当普及員の認定を受け、学院において学生に普通救命講習を実施する

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「専任教員養成講習会」（連携企業等：一般社団法人全国リハビリテーション学校協会）
期間：令和4年1月5日（水）～3月5日（土）　　　　　　対象：専任教員
内容：理学療法士の養成に携わる者に対し必要な知識・技術を習得させ理学療法士教育の内容の充実を図り、もって国
民の医療・福祉の発展に寄与すること。

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表しているこ
と。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

研修名「臨床実習指導者講習会」（連携企業等：公益社団法人　日本理学療法士協会）
期間：令和3年10月30日（土）～10月31日（日）　　　　　　対象：専任教員
内容：理学療法臨床実習において、効果的な臨床実習を円滑に行うために必要な知識を習得し、指導方法を身につける

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「第33回　教育研修大会・教員研修会　ワークショップ」（連携企業等：一般社団法人全国リハビリテーション学校協
会）
期間：令和3年10月23日（土）　　　　　　対象：専任教員
内容：事例検討を通して、問題のある学生支援の方法を
※　参加予定であったがコロナ禍で中止



種別
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員
企業等委
員

鈴木　顕司
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　事務主任

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

米澤　久幸 中部大学　教授
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

稲垣　毅 愛知県作業療法士会　会長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

井出　芳恵 国立病院機構東尾張病院　作業療法士長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

村上　和代 国立病院機構東名古屋病院　看護部長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

大西　靖 国立病院機構東名古屋病院　理学療法士長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

藤部　百代 国立病院機構東名古屋病院　作業療法士長
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

令和4年5月1日現在

名　前 所　　　属 任期

長屋　政博
医療法人仁医会　あいちリハビリテーション病
院　顧問

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

（１１）国際交流 Ⅷ-2．国際交流
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）学校関係者評価結果の活用状況

・自己点検・自己評価については、授業準備のための時間確保、地域社会との連携、研究活動が継続課題である。令和3
年度の取り組みについては、1年生に対するチューター制の取り組みの導入について説明し、好評をいただいた。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（８）財務 Ⅴ-3．財政基盤
（９）法令等の遵守 Ⅴ-8．自己点検・自己評価体制
（１０）社会貢献・地域貢献 Ⅷ-1．地域社会との連携

（５）学生支援 Ⅴ-5．学生生活の支援、Ⅴ-6．本学院に関する情報提供

（６）教育環境
Ⅲ-7．学生の理学療法、作業療法実践体験の保障、Ⅴ-4．施設設備
の整備

（７）学生の受入れ募集 Ⅴ-6．本学院に関する情報提供、Ⅵ．入学

（２）学校運営
Ⅴ-1．設置者の意志、Ⅴ-2．組織体制、Ⅴ-6．本学院に関する情報提
供

（３）教育活動
Ⅱ．教育目標、Ⅲ．教育経営、Ⅳ．教授・学習方法、Ⅴ-2．組織体制、
Ⅸ．研究

（４）学修成果 Ⅶ．卒業・就学・進学

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 Ⅰ．教育理念・教育目的、経営、Ⅴ-7．.本学院の運営計画と将来構想

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

吉岡　稔泰 国立病院機構名古屋医療センター
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

栁田　和子 国立病院機構名古屋医療センター
令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

奥田　聡
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　学院長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

犬飼　毅
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　副学院長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

横山　佳寿
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　事務長

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

水野　準也
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教員

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

中川　誠
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教育主事

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

棚瀨　智美
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教育主事

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）

伊藤　剛
国立病院機構東名古屋病院附属ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
学院　教員

令和4年4月1日～令和5年3月
31日（1年）



（４）キャリア教育・実践的職業教育 教育内容（臨床実習）
（５）様々な教育活動・教育環境 キャンパスライフ
（６）学生の生活支援 教育内容（学生支援）

（１）学校の概要、目標及び計画 学院紹介（沿革、環境、教育目標、学院の特徴）

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（２）各学科等の教育
学院紹介（取得資格、入学倍率、国家試験合格率）、教育内容（年間
行事、カリキュラム）、入学案内

（３）教職員 学院紹介（教職員紹介）

URL:https:∥www.gakuin.tomei-nho.jp/

（１０）国際連携の状況
（１１）その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援
学院紹介（入学後経費）、教育内容（奨学金について）、専門実践教育
訓練給付金制度

（８）学校の財務 その他（財務諸表）
（９）学校評価 その他（自己点検・自己評価、学校関係者評価）

URL:https:∥www.gakuin.tomei-nho.jp/
公表時期：令和2年4月10日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

関係者への理解を深めるとともに連携および協力の推進を資するために教育活動やその他学校運営に関する情報を公
開するものとする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
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兼
　
　
任

〇 心理学
知覚、記憶、思考、感情など様々な観点から人間
の心について説明する。

1
前

45 2 〇 △ 〇 〇

〇 国語表現

知性と感性を駆使しての文学作品の読解を通じ
て、言語によって他者との関係を生きる人間の生
の実態に触れ、その深い理解に役立てるようにす
る。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇 教育学

情報化やグローバル化がすすむ現代社会におい
て、教育の意義や機能は絶えず変化し、問い直さ
れ続けている。本講義では、教授と学習に関する
基礎的な知識を習得すると同時に、今日における
「学び」とそれらの理解・支援の在り方を考え、指導
者としての素地を身につけることを目標とする。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇 人間発達学

人間の身体的，精神的な発達を考慮することは，
治療にとっての重要な要素であることを念頭にお
きながら，発達心理学の理論を学習するとともに，
それぞれの時期の人間発達の特徴について理解
する。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇 生物学

理学療法、作業療法の各種専門科目を履習する
為の生物学の基礎的内容を理解する。生物未履
習者や「生物基礎」のみの履習者が専門科目を学
ぶ上で内容が理解できるレベルになることを目標
とする。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇 物理学

物理学は現代文明を支える工学や技術の基礎で
ある。本講義では物理学の基本的な考え方を学
び、医療現場で使われるさまざまな物理現象を理
解する事を目指す。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇 統計学

基礎医学統計学を通して医療の場における統計
学的判断とは何か、EBMとは何かを学び、将来、
臨床の場における診療指針などに客観的、統計
的判断力をもって臨めるような素養を身につけさ
せること。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

〇 英語Ⅰ

医療に携わる者として、様々な職種の医療従事者
が共通して知っていなければならない知識、問題
などを理解し、代表的な医療系職種の英語の基礎
を学ぶ。

1
前

30 1 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（医療専門課程理学療法学科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 

位
 

数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



〇 英語Ⅱ

学んでいる医療関連の講義の内容を背景知識とし
ながら、英語を読む力をつけていくのを目的とす
る。又医療現場における様々な医療従事者による
会話などのアクティビティを通して、用語の使い
方、療法の説明等を習得する。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇 医学英語

医学英単語を学ぶことによる基礎知識の向上を図
る。学んだ英単語を活用し、簡単な英文に触れる
ことで理解を深める。早期から医学英語に触れるこ
とで、医学英語に対する関心を高め、国際化に対
応できる能力を培う。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇 保健体育

日常生活に運動・スポーツを習慣づけるきっかけと
なるように、様々な運動・スポーツを安全で楽しく
行う方法を学ぶ。運動・スポーツを安全に楽しむ上
に必要な各種目の基本技術を身につける。

1
前

45 2 △ 〇 〇 〇

〇 人間関係論
胎児期から老年期に至るまでの各発達段階につ
いて学ぶことで、様々な観点から人間発達の理解
を深める。

1
後

15 1 〇 〇 〇

〇 解剖学Ⅰ

人体の諸機能並びにその異常について学ぶ上で
の裏付けとなる人体の構造について学ぶ。
解剖学Ⅰでは、人体のあらまし、具体的な器官系
である運動器系、脈管系について、その構成と各
器官の機能的構造を学ぶ。

1
前

45 2 〇 〇 〇

〇 解剖学Ⅱ

人体の諸機能並びにその異常について学ぶ上で
の裏付けとなる人体の構造について学ぶ。
解剖学Ⅱでは、具体的な器官系である神経系、感
覚器系、内臓系について、その構成と各器官の機
能的構造を学ぶ。

1
前

45 2 〇 〇 〇

〇 解剖学実習

講義や教科書で学んだ人体の構造に関する知識
をもとに、各種教材を用いて学習することで、各臓
器・器官の関連性や立体構造について十分な理
解を深める。

1
後

45 1 △ 〇 〇 〇

〇 表面解剖学

理学療法の基礎となる解剖学の知識を整理し、そ
の知識を基に人体の構造（筋、骨、脈管、神経、臓
器）を体表から説明し、触診する能力を獲得する。
また、機能解剖学的な思考が出来るよう基礎的な
方法を身に付ける。

1
後

45 1 〇 〇 〇

〇 生理学Ⅰ
細胞レベルでの生理学の基礎概念を学ぶ。さら
に、神経と筋における機能分子による生理的調節
について学ぶ。

1
前

45 2 〇 〇 〇

〇 生理学Ⅱ

個体の生命維持に必要な血液、循環器系、呼吸
器系、消化器系、泌尿器系および種の保存に必
要な生殖器系の機能について学ぶ。さらに、調節
系である自律神経と内分泌器系についても理解を
深める。

1
前

45 2 〇 〇 〇

〇 生理学実習

ヒトを対象にして、基礎的実験や計測を行うこと
で、リハビリテーションに必要な人体の生理現象に
ついて理解する。これまでの講義で学んだことを、
実際に自分自身で測定・経験し、身体の反応や変
化をリアルタイムで確認することで、生理学に対す
る知識、生体のメカニズム、生命の尊厳について
理解を深める。

1
後

45 1 〇 〇 〇



〇 基礎運動学

身体運動に関わる力学および筋骨格系・感覚系
の構造や機能、神経系の基礎、運動における中
枢神経機構や運動学習について理解し、説明で
きる。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇 病理学

基礎医学としての病理学、臨床医学としての病理
学の役割を理解する。疾病の成り立ちを理解する
上での基礎となる病因と病変の特徴について理解
する。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇 臨床心理学
心の働きがどのように現れるのか、心の問題をどの
ように改善していくのかについて基礎を学習する。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 薬理学

薬物がどのように作用して病気を克服するのか、
その“作用機序（メカニズム）”を理解することを学
習目標とする。薬物による身体への影響（作用・副
作用等）について学び、安全にリハビリテーション
を実施できるように理解を深める。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇 内科学
基本的な内科学的知識について学び、内科各疾
患の病態、診断（画像診断を含む）、治療の基本
的な知識について理解を深める。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 内部障害学

基本的な内科学的知識について学び、内科各疾
患の病態、診断（画像診断を含む）、治療の基本
的な知識について理解を深める。病態と障害像を
関連づけ理学療法治療学に繋げる。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇 一般臨床医学

臨床医学で必要な各分野の基礎的知識について
その病態と治療を中心に学び、各疾患の病態、診
断（画像診断を含む）、治療の基本的な知識につ
いて理解を深める。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇 整形外科学
整形外科学の疾患の病態と原因を学ぶ。整形外
科治療学における疾患の概念、病態、診断（画像
診断を含む）、治療その対応を学ぶ。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 運動器障害学

解剖学に基づいた運動器の基本知識を学び、整
形外科疾患の疾病・外傷の理解を深め、その知識
に基づいた運動器障害に対するリハビリテーショ
ンが行えるように理解を深める。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇 神経学
神経症候学ならびに脳神経内科及び脳神経外科
領域でみられる疾患の基礎知識および診断（画像
診断を含む）、治療 について学ぶ。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 神経障害学

神経症候学ならびに脳神経内科および脳神経外
科領域でみられる疾患・障害の基礎知識について
学び、疾患の病態の理解を深める。また、その知
識に基づいた神経障害に対するリハビリテーショ
ンが行えるように理解を深める。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇 精神医学
精神医学の基本的知識を身につけるとともに、精
神疾患の病態について理解を深める。

2
前

30 1 〇 〇 〇



〇 小児科学
小児のリハビリテーションを行う際に必要な知識と
して、小児の特性と小児に特徴的な疾患について
学ぶ。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇 健康管理学

疾病を予防し、心身の健康を図るために必要な知
識や体系を学ぶ。産業保健に対する理学療法お
よび健康維持・増進における理学療法士の関わり
について学ぶ。
栄養学について学び、リハビリテーションと栄養学
の関連性について理解し、栄養管理の重要性を
知る。

2
前

15 1 〇 〇 〇 〇

〇
医療安全管理
学

理学療法マネジメントに必要なリスクマネジメントを
学ぶ（医療事故とヒューマンエラー、感染対策と予
防等）。
救命救急医学の基礎である心肺蘇生法及びその
他の応急手当の手技を習得する。

2
前

15 1 〇 △ 〇 〇 〇

〇
リ ハ ビ リ テ ー
ション医学概論

リハビリテーション医学は、障害者を対象とし、早
期より開始し、予後予測を行いながらチームにて
社会復帰を援助し生活再建をすることである。そ
の概要を学ぶ。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇
リ ハ ビ リ テ ー
ション概論

リハビリテーションの理念（自立支援、就労支援等
を含む）、地域包括ケアシステム、多職種連携に
ついて学ぶ。

1
前

15 1 〇 〇 〇

〇 社会福祉学
患者、利用者、家族の立場に立って、社会保障・
社会福祉の歴史、現状、今日的課題、今後の課
題等を学ぶ。

3
前

30 1 〇 △ 〇 〇

〇 公衆衛生学
組織的な地域社会の努力を通じて、疾病を予防
し、寿命を延伸し、身体的および精神的健康と能
率の増進を図るための知識や体系を学ぶ。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 理学療法概論
リハビリテーションについての基礎的な概念、医療
における専門職に関する基本的知識、医療人とし
ての基本的行動について学ぶ。

1
前

30 1 〇 〇 〇

〇
基礎理学療法
学

理学療法の中で中心となる運動療法に焦点をあ
て、その基本となる項目および理論的背景につい
て学ぶ。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇
基礎理学療法
学実習

基礎理学療法学で学んだ運動療法の基礎的事項
の理解を実習を通して整理し、再学習する。運動
療法の基本的な方法・手技に触れる。

2
前

45 1 〇 〇 〇

〇 運動学

人が運動を行う場合の基本となる関節運動を中心
にその構造と機能を理解する。解剖学・生理学・物
理学・基礎運動学が基礎となっているため，それら
を関連づけて理解する。各関節を解剖学的特徴，
関節の安定性と機能解剖，運動の３つのカテゴリ
―に分け整理する。

2
前

30 1 〇 〇 〇

〇 運動学実習

実習を通して運動学で学んだ知識を確認し理解を
深める。生体の発する情報をありのままに捉えるこ
と、客観的データとの関係から捉えることを経験す
る。また、発表等を通し自分の意見を他者に伝え、
他者の意見を理解する能力を獲得する。

2
後

45 1 〇 〇 〇



〇
理学療法研究
法

１．理学療法分野における科学的な研究の手続き
について学ぶ。
２．研究法の一端を経験し、考え方を学ぶ。

3
前

60 2 △ 〇 〇 〇

〇
理学療法管理
学Ⅰ

医療を志す者として必要とされる職業上の責務・
管理・倫理についての知識と現状を学び、職業倫
理を高める態度を養う
当院における施設概要や国立病院機構の組織概
要を知ると共に各部門の業務内容について学ぶ。

1
後

30 1 〇 〇 〇 〇

〇
理学療法管理
学Ⅱ

理学療法マネジメントに必要な関連法制度（医療
保険制度・介護保険制度等）と診療報酬制度、個
人情報の取り扱い等を学ぶ。また、理学療法教育
及び医学教育についての現状を把握する。

3
前

15 1 〇 〇 〇

〇
理学療法評価
学Ⅰ

患者の全体像の把握・問題点の抽出および治療
プログラム立案の基礎となる理学療法評価の意
義・方法を学び、実施できるようにする。

2
前

45 2 △ ○ 〇 〇

〇
理学療法評価
学Ⅱ

主な疾患、病態に対して理学療法を行う上で、必
要となる基本的検査項目及び意義について学ぶ。
主な疾患、病態に対して理学療法を行う上で、必
要となる検査項目（画像情報の利用を含む）を挙
げ、それを実施し、結果を考察して文章に表すこと
ができる。一通りの評価の流れ、症例レポートの書
き方、統合と解釈の考え方を学ぶ。

2
後

45 2 △ ○ 〇 〇

〇
理学療法検査
測定演習

基本的な検査測定の方法を再確認し、その技術
を高める。

2
前

15 2 〇 〇 〇

〇
理学療法評価
学演習

学院の講義・実習等で修得した理論と技術をもと
に臨床において評価の実際を学ぶ。
また、患者様を対象に検査・測定が適切に実施で
き、理学療法士の立場から患者様の障害像を把
握し要を得た報告書の作成を学ぶ。患者様と接す
るにあたり、その人の立場を理解した対応を学ぶ。

2
後

30 1 〇 〇 〇

〇
運動器障害理
学療学Ⅰ

運動器障害の疾患を理解する上で必要な解剖
学・生理学・運動学・病理学を確認し、疾患の病態
について理解を深める。代表的な疾患の症状・特
徴から理学療法の評価および基本的な治療内容
を学ぶ。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

〇
運動器障害理
学療法学Ⅱ

運動器障害における理学療法の考え方を理解し、
理学療法評価や臨床における治療の実際を学
ぶ。対象者が抱える諸問題に対し、症例検討等を
通してその課題解決について学ぶ。

3
前

45 2 〇 △ 〇 〇 〇

〇
神経障害理学
療法学Ⅰ

中枢神経系について、解剖学生理学の観点から
その構造ならびに機能に関し理解する。また、臨
床で遭遇する一般的な臨床症状について理解す
る。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇



〇
神経障害理学
療法学Ⅱ

神経障害における理学療法の考え方を理解し、理
学療法評価や臨床における治療の実際を学ぶ。
対象者が抱える諸問題に対し、症例検討等を通し
てその課題解決について学ぶ。

3
前

45 2 〇 △ 〇 〇 〇

〇
内部障害理学
療法学Ⅰ

内部障害の疾患を理解する上で必要な解剖生理
学・運動学・病態について確認しながら代表的な
疾患の症状・特徴から理学療法の評価および基
本的な治療内容を学ぶ。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

〇
内部障害理学
療法学Ⅱ

内部障害における理学療法の考え方を理解し、理
学療法評価や臨床における治療の実際を学ぶ。
対象者が抱える諸問題に対し、症例検討等を通し
てその課題解決について学ぶ。

3
前

45 2 〇 △ 〇 〇 〇

〇
老年期障害理
学療法学

高齢者をイメージでき、加齢に伴う心身機能の変
化を理解できる。それを踏まえ、理学療法を実施
する上での留意点を把握し、高齢患者の理学療
法を深めることができる。今後の高齢者に対する
理学療法士の役割を学ぶ。それらを通して対象者
の自立生活を支援するために必要な課題解決能
力を学ぶ。

2
後

30 1 〇 〇 〇 〇

〇
小児発達障害
理学療法学

小児理学療法の基礎となる運動発達を理解し、臨
床の場面で活用できる定性的動作分析を学ぶ。
片麻痺のADL上の移乗動作と機能統合訓練上の
移乗介助動作の違いを学ぶ。痙縮に関連した基
礎知識と臨床の場面での活用を学ぶ。代表的な
小児疾患の特徴の把握と理学療法を行うための
基本的な知識を習得する。理学療法の立場から
小児の正常発達を知り、比較することで発達障害
の評価や治療の基本を学ぶ。進行性筋ジストロ
フィー患児者の置かれた現状と治療としての装具・
車いすについて学ぶ。

3
前

45 2 〇 △ 〇 〇 〇

〇
理学療法学特
論

理学療法の専門領域における知識・技術（手技）
について学ぶ。

3
前

30 1 〇 △ 〇 〇 〇

〇
理学療法学総
合演習

医学の基礎から、専門分野までの知識を再確認
し、整理する。

3
前

45 2 △ 〇 〇 〇 〇

〇 物理療法学
物理療法によって得られる生理学的効果について
学ぶ。物理療法の実施について必要な準備・治療
前後の指導・禁忌も含めて理解する。

2
前

30 1 ○ △ 〇 〇

〇
物理療法学実
習

物理療法の機器を実際に使用し、生体反応を生
理学的な観点から理解する。使用する機器の取り
扱い方法、適応や禁忌について確認する。患者さ
んへの実施上の説明や使用する姿勢など、相手
への配慮について学ぶ。自ら実習計画をたて実習
を行い考察することを通し、研究過程を体験する。

2
前

45 1 △ 〇 〇 〇



〇
日常生活活動
学Ⅰ

理学療法士には患者の障害とＡＤＬとの関連を正
しくとらえ、個人の生活様式に配慮したＡＤＬの指
導とＱＯＬを高める観点が求められる。ここではＡＤ
Ｌの概念・範囲について学び、日常生活動作を運
動機能の視点から捉え、移乗動作の基本となる身
体重心や支持基底面などについて学習する。ま
た、福祉用具や代表的なＡＤＬの評価について意
義、目的、内容を理解する。

1
後

30 1 〇 〇 〇

〇
日常生活活動
学Ⅱ

日常生活活動の評価ができ代表疾患の日常生活
活動（動作）の特徴をしり介助方法，指導方法を学
ぶ。

2
前

45 1 △ 〇 〇 〇

〇 義肢装具学
義肢、装具の種類と基本構造および使用目的を
理解するとともに、それらの導入・指導についても
学ぶ。

2
後

30 1 〇 △ 〇 〇

〇
義肢装具学実
習

現物に触れ、少しでも装具を身近に感じてもらい、
活用方法を見いだせるように義肢装具の種類と適
応を学習する。

3
前

45 1 △ 〇 〇 〇

〇 生活環境論
障害者および高齢者が生活を行う上で必要となる
家屋環境，地域環境について理解する。また、そ
れに伴い環境が人に与える影響について知る。

1
後

30 1 〇 △ 〇 〇

〇
地域理学療法
学

地域リハビリテーションを考える上で、必要な事項
を学ぶ。

3
前

30 1 〇 △ 〇 〇

〇
地域理学療法
学演習

地域リハビリテーション施設の見学を通して、その
システム、理学療法士の関わり及び関連知識を学
ぶ。

3
前

30 1 △ 〇 〇 〇 〇

〇 臨床実習Ⅰ
症例を通して障害の概念を把握する。各病院・施
設の理学療法部門の運営の実際を学ぶ。

1
後

90 2 〇 〇 〇 〇

〇 臨床実習Ⅱ
臨床実習指導者の指導のもと症例の検査・測定、
記録、報告などを習得する。職業人としての責任、
人格、態度などその基本を身につける。

2
後

225 5 〇 〇 〇 〇

〇 臨床実習Ⅲ

臨床実習指導者の指導のもと症例の評価、理学
療法計画の立案、基本的理学療法の一部実施、
その記録ならびに報告等、理学療法士として一貫
した行為を体験する。他部門とのチーム医療を体
験することで、チームの一員としての責任と自覚を
養う。各病院・施設の理学療法部門の管理・運営
の実際を学ぶ。また、臨床実習前の評価・臨床実
習後の評価を通して、実習前の理学療法技術の
確認および実習後の到達状況の確認を行う。

3
後

630 14 〇 〇 〇 〇

〇
地域理学療法
実習

通所リハビリテーションまたは訪問リハビリテーショ
ンを行っている施設にて、対象者のもつ諸問題を
介護領域の側面からみる能力を養う。

3
後

45 1 〇 〇 〇 〇

合計 単位時間(    106  単位)



２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

本学院における授業科目の単位修得の認定を受けた者
１学年の学期区分 前・後期
１学期の授業期間 15週

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。


